
 

 

岐阜県立大垣西高等学校 部活動方針 

 

■目 標 

  １．スポーツおよび文化活動に親しむことで、健全な心身を育成する。 

  ２．自主的・自発的な活動を通して、自己肯定感を高める。 

３．好ましい人間関係を構築し、責任感と連帯感を養う。 

 

■部の設置 

  ・吹奏楽部  ・茶華道部 ・演劇部 ・和太鼓部 ・芸術部（美術班、書道班、写真班）  

 ・硬式野球部 ・サッカー部 ・ハンドボール部 ・テニス部 ・アーチェリー部 

・バスケットボール部 ・バレーボール部 ・バドミントン部 

 

■活動時間・休養日 

  ・休養日     原則、平日１日以上 休日１日以上の週２日以上とする。 

  ・長期休業中の休養日 原則、長期休業中以外の活動に準じるが、まとまった休養期間を設けるよう配

慮する。 

・１日当たりの活動時間  原則、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日は３時間程度とする。 

  ・その他 

※週末に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。 

※試合期や長期休業など、まとまった練習等の時間が必要となる場合には、それを妨げるもの

ではないが、超過した活動日数や時間については、休養日や時間を他の日に振り替える。 

 

■適切な指導 

  部活動顧問（社会人、外部指導者を含む）は、体罰・ハラスメント・不適切な発言等のない指導を

あらためて徹底する。 

 

■安全配慮と緊急体制の整備 

日頃から安全点検や安全指導、危機管理体制の確認等、事故防止に向けた取組を行う。 

 

■保護者の理解と協力 

  保護者の理解と協力は、部活動の運営上欠かすことができないことから、顧問としての指導に関す

る基本方針・年間、月間計画等を明確にし、保護者に示す。加えて部費を集めている部活動において

は、使用用途を事前にしっかりと説明し、年度末には会計報告を行う。 


